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2021年 7月 5日 
報道資料 

株式会社 FRONTEO 

 
株式会社 FRONTEO（本社：東京都港区、代表取締役社長：守本 正宏、以下 FRONTEO）

はこの度、米国で初めて裁判所が TAR の使用を承認した「ダシルバムーア裁判」で判事を務
めたアンドリュ・ペック氏（Judge Andrew J. Peck、現：DLA Piperの NY オフィスシニアカ
ウンセル）、トニー・アンドリオティス氏（Tony Andriotis、現：DLA Piperの東京オフィス
パートナー）との共同セミナー「クロスボーダーe ディスカバリにおけるテクノロジーとア
ナリティクスの活用」を開催したことをお知らせします。 
 
米国民事訴訟手続きの中にある裁判前証拠収集方法としてのディスカバリや、デジタルフ

ォレンジックのプロセスには、「レビュー（閲覧）」と呼ばれる工程があり、ここでは AIやコ
ンピューターなどを使用したレビュー（TAR: Technology Assisted Review)が利用されます。
TAR によって、収集した膨大なデータの中から訴訟に必要なデータのみを抽出することで、
レビュー対象となる文章の量を減らし、レビューすべき文書の優先順位を付けることができ
るため、訴訟の当事者である企業にとっては、レビュー作業すべてを手作業で行った場合と
比べ 7 割から 8 割の時間とコストの削減が可能となります。アンドリュ・ペック氏は、世界
で初めて訴訟判決でこのTARの使用を承認した第一人者として、世界で広く知られています。 
 
アンドリュ・ペック氏について 
アンドリュ・ペック氏は、米国で最も影響力がある連邦地方裁判所のひとつ、The United 
States District Court for the Southern District of New York（S.D.N.Y. ニューヨーク州南部
地区連邦地方裁判所）にて約 23 年間、治安判事として活躍し、現在では DLA Piper のシニ
アカウンセルとして、e ディスカバリや訴訟アドバイザーとして第一線で活躍しています。
また、American Arbitration Association (AAA) の委員会や調停者、仲裁人、特別委員として
幅広く活動しており、eディスカバリにおいては、Law Technology News (現在の LegalTech 
News)の チャンピオン オブ テクノロジー アワードや過去 50 年間のトップ 50 イノベー
ターのリストに名を連ねるなどさまざまな賞を受賞しています。 
 
去る 6月 17日に行われた FRONTEOと DLA Piperの共同セミナーでは、クロスボーダー

e ディスカバリにおけるテクノロジーとアナリティクスの活用をテーマに、アンドリュ・ペ
ック氏、トニー・アンドリオティス氏の貴重な意見を聞くことができました。元判事やクロ
スボーダー弁護士から聞く訴訟戦略や、判事にとって e ディスカバリのどのような実践的ア
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プローチが納得しやすいのかは、企業にとって有益な情報となったことと思われます。中で
も参加者の注目を集めたのが、「eディスカバリにおける情報管理の課題に対しては、革新的
で効率的なソリューションが求められている」という点です。訴訟で活用するテクノロジー
の最新トレンドについて学ぶこと、また、米国だけでなくアジア圏での e ディスカバリ訴訟
関連情報は企業にとって非常に意義のあるものであったと思います。FRONTEO では、長年
にわたる国際訴訟支援、不正調査で培ったネットワークを活かし、今後もこのような活動を
継続し、日本の企業にとって有益な情報を発信していけるよう貢献してまいります。 
 
当日の模様は、FRONTEO の動画サイト FRONTEO Legal Link Portal でご覧ください。
https://legal.fronteo.com/fllp/dlapiper/movie007 
 
またアンドリュ・ペック氏のスペシャルインタビューは当社出版の「デジタルフォレンジッ
ク・ディスカバリーAI 白書 2020」の「AI 活用のレジェンド、歴史と未来を語る」でも紹介
しています。 
https://legal.fronteo.com/fllp/aiwp2020 
 
 
■ FRONTEOについて URL: https://www.fronteo.com/ 
FRONTEOは、自然言語処理に特化した自社開発 AIエンジン「KIBIT」と「conceptencoder」
を用いて膨大な量のテキストデータの中から意味のある重要な情報を抽出し、企業のビジネ
スを支援する、データ解析企業です。2003年 8月の創業以来、企業の国際訴訟を支援する「e
ディスカバリ（電子証拠開示）」や、「デジタルフォレンジック調査」というリーガルテック
事業をメインに、日本、米国、韓国、台湾とグローバルに事業を展開してきました。リーガル
テック事業で培った AI 技術をもとに、2014 年よりライフサイエンス分野、ビジネスインテ
リジェンス分野、経済安全保障へと事業のフィールドを拡大し、AI を用いて「テキストデー
タを知見に変える」ことで、創薬支援、認知症診断支援、金融・人事・営業支援など、様々な
企業の課題解決に貢献しています。2007年 6月 26日東証マザーズ上場。2021年 1月 13日
第一種医療機器製造販売業許可（許可番号：13B1X10350）を取得。資本金 2,973,975 千円
（2021年 3月 31日現在）。 
 
※FRONTEO、KIBIT、conceptencoderは FRONTEOの日本における登録商標です。 
 
 
 
 
 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
 

株式会社 FRONTEO  広報担当 瀧川 
Fax: 03-5463-6345 Email: pr_contact@fronteo.com 
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